
 

人事行政の運営等の状況を公表します 

 

地方公務員法第５８条の２および新城市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、市にお

ける「平成２３年度人事行政の運営等の状況」を公表します。 

これは、市の職員数、給与、勤務条件、服務、研修、福利厚生などの状況を皆さんに明らかにすること

により、人事行政の公正性と透明性を高めることを目的に行うものです。 

市では、職員数の削減や人件費の適正化に引き続き取り組んでいますが、今後とも皆さんにご理解をい

ただけるような人事行政の運営に努めていきます。 

 

１ 職員の任免および職員数に関する状況 

（1）職員の採用・退職の状況（平成２３年度）※教育長は含まない          単位：人 
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定 年 勧 奨 
自己都合 
など 

計 H19.4.1 H24.4.1 
増減 

H24-H19 

事 務 職 8 10 3 21 30 415 385 △ 30 

保育・教諭職 1  5 6 6 129 122 △ 7 

消 防 職 2  1 3 11 116 128 12 

医 療 職 1  6 7 11 243 224 △ 19 

技 能 労 務 職 5   5  74 39 △ 35 

合 計 17 10 15 42 58 977 898 △ 79 

再 任 用 職 員 － － 13 13 9 － 14 14 

定年：60歳（医師は 65歳） 勧奨：定年前の早期退職 

※対象期間：（退職）平成 23年 4月 1日～24年 3月 31日、（採用）平成 23年 4年 2日～24年 4月 1日 
※再任用職員とは、定年などで退職した 60歳代前半の者のうち公務内で働く意欲と能力があり、その知識・経験を活用していただくため

再び採用された職員です。（１人を除き短時間勤務。） 

 

（2）職員数の状況 ※教育長を含む                         単位：人 

 職   員   数   の   推   移 増 減 

(H24－H19) H19.4.1 H20.4.1 H21.4.1 H22.4.1 H23.4.1 H24.4.1 

福
祉
関
係
を
除
く
一
般
行
政 

議  会 6 6 6 5 5 5 △1 

総  務 113 108 108 103 101 108 △6 

税  務 22 20 22 23 24 24 2 

労  働 2 2 2 2 2 2 0 

農林水産 36 35 30 29 29 30 △6 

商  工 10 11 11 12 11 11 1 

土  木 48 45 43 43 39 40 △8 

小  計 237 227 222 217 211 220 △17 

福
祉
関
係 

民  生 164 158 155 154 150 150 △14 

衛  生 52 53 54 52 51 53 1 

小  計 216 211 209 206 201 203 △13 

一般行政計 453 438 431 423 412 423 △30 

特
別
行
政 

教  育 86 79 77 76 72 71 △15 

消  防 120 120 121 122 126 129 9 

小  計 206 199 198 198 198 200 △6 

公
営
企
業
な
ど 

病  院 255 236 224 219 213 218 △37 

水  道 22 22 21 19 18 18 △4 

下 水 道 13 13 12 11 10 9 △4 

そのほか 29 29 30 29 32 31 2 

小  計 319 300 287 278 273 276 △43 

合  計 978 937 916 899 883 899 △79 



２ 職員の給与の状況 

（1）人件費の状況（平成２３年度普通会計決算） 

 住民基本台帳人口 歳 出 額 実質収支 人 件 費 人件費率 

新城市 50,013人 210億 7175万円 10億 6719万円 49億 9561万円 23.7％ 

 

（2）職員の初任給などの状況（平成２４年４月１日現在） 

 初 任 給 経験年数 10年 経験年数 15年 経験年数 20年 行政職平均 

行政職 
大学卒 172,200円 255,600円 317,100円 355,200円 

322,504円 
高校卒 140,100円 229,300円 265,200円 320,300円 

 

（3）行政職の級別職員数の状況（平成２４年４月１日現在） 

 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 計 

職務内容 主事・技師 主任 
係長 

主査 
副課長 課長 部長  

職員数（人） 55 45 71 60 40 56 12 339 

構成比（％） 16.2 13.3 21.0 17.7 11.8 16.5 3.5 100.0 

※６級の課長職には、副部長を含む 

 

（4）職員の手当の状況（平成２３年度普通会計決算） 

種 類 内   容 
支給職員 1人当たり 

平均支給年額 

管 理 職 手 当 
管理または監督の地位にある職員（副課長相当職以上）に

37,700円～75,200円（一般事務職）を支給 
570,112円 

扶 養 手 当 

扶養親族のある職員に支給 

配偶者（13,000円） 

そのほか（1人 6,500円） 

15歳～22歳までの子（各 5,000円加算） 

228,595円 

住 居 手 当 
12,000円を超える家賃を支払っている職員には最高 27,000

円を支給 
260,313円 

通 勤 手 当 
片道 2キロメートル以上の場合に、通勤距離に応じて 2,000

円～24,500円を支給 
78,445円 

時間外勤務手当 

正規の勤務時間（週 38 時間 45 分）以外の時間に勤務する

ことを命ぜられた職員（管理職手当を支給されている職員

を除く。）に勤務時間に応じて支給 

197,789円 

期 末 手 当 

勤 勉 手 当 

6月期、12月期の年 2回に分けて支給 

   6月期 1.90月分（期末 1.225月分、勤勉 0.675月分） 

  12月期 2.05月分（期末 1.375月分、勤勉 0.675月分） 

1,171,364円 

特殊勤務手当 
著しく困難、危険、不快、不健康な業務に従事した職員に

支給 

41,482円 

（医療職などを除く） 

退 職 手 当 勤務年数および在職中の貢献度に応じて支給 18,500,382円 

＊ほかに初任給調整手当、単身赴任手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手

当などがあります。 



３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

（1）標準的な勤務時間（病院、消防などの交替・変則勤務体制の職場を除く。） 

１日の勤務時間：７時間４５分 

勤 務 時 間：午前８時３０分～正午、午後１時～５時１５分 

１週の勤務時間：月曜日から金曜日までの３８時間４５分 

週  休  日：土・日曜日（他に国民の休日、年末年始も休日となります。） 

 

（2）年次有給休暇の取得の状況 

総付与日数 総取得日数 全対象職員数 平均取得日数 消化率 

16,126日 3,280日 446人 7.4日 20.3％ 

＊全対象職員数：非現業の一般職に属する職員のうち市長部局に勤務する職員 

 

（3）休暇の種類 

休暇の 

種 類 
内    容 日  数 

年次有給

休暇 

心身の疲労回復など公務能率の向上を図るための有給休暇 

＊20日を超えない範囲内で残日数の翌年度への繰越しが可能 
20日 

病気休暇 
負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないこと

がやむを得ないと認められる場合 
必要最小限度の期間 

特別休暇 

選挙権その他公民としての権利を行使する場合 

必要と認められる期間 

裁判員、証人、鑑定人、参考人などとして国会、裁判所、地方公

共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 

骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する

者に対して登録の申出を行い、または骨髄移植のため配偶者、父

母、子および兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合 

自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動を行う場合 5日以内 

結婚する場合 連続する 5日以内 

6 週間（多胎妊娠の場合は 14 週間）以内に出産する予定である女

性職員が申し出た場合 

出産の日までの申し出

た期間 

女性職員が出産した場合 

出産の日の翌日から 8

週間を経過する日まで

の期間 

生後１年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必

要と認められる授乳などを行う場合 

1 日 2 回それぞれ 30 分

以内 

職員の妻が出産した場合 2日以内 

職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の 6 週間（多

胎妊娠の場合は 14週間）前の日から当該出産の日後 8週間を経過

する日までの期間に、当該出産に係る子または小学校就学の始期

に達するまでの子を養育する場合 

5日以内 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、負傷、疾

病にかかったその子の世話又は疾病予防を図るために必要な世話

を行う場合 

5日以内 

配偶者、父母、子、配偶者の父母などが負傷、疾病または老齢に

より日常生活を営むのに支障がある者の介護及び世話をする場合 
5日以内 



職員の親族が死亡した場合 

配偶者 
7日 

父母 

子 5日 

祖父母 3日 

孫 1日 

兄弟姉妹 3日 

おじまたはおば 1日 

父母の配偶者または配偶

者の父母 
3日 

子の配偶者または配偶者

の子 

1日 

祖父母の配偶者または配

偶者の祖父母 

兄弟姉妹の配偶者または

配偶者の兄弟姉妹 

おじまたはおばの配偶者 

父母の追悼のための特別な行事を行う場合 1日 

夏季における盆などの諸行事、心身の健康の維持および増進また

は家庭生活の充実のため必要と認められる場合 
3日以内 

地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、ま

たは損壊した場合 
7日以内 

地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故などにより

出勤することが著しく困難な場合 
必要と認められる期間 

地震、水害、火災その他の災害時において、退勤途上における身

体の危険を回避する場合 

勤続 20 年または勤続 30 年に達した職員が旅行などにより心身の

リフレッシュを図る場合 
連続する 3日以内 

介護休暇 
配偶者、父母、子、配偶者の父母などが負傷、疾病または老齢に

より日常生活を営むのに支障がある者の介護をする場合 

連続する 6 月の期間内

において必要と認めら

れる期間 

 

（4）育児休業および部分休業の取得状況                      単位：人 

 制度の内容 
前年度から継続者 新規取得者 

男性職員 女性職員 男性職員 女性職員 

育児休業 
3歳に満たない子を養育するために休業

することができる制度 
０ １８ １ ２４ 

部分休業 

小学校就学の始期に達するまでの子を

養育しながら勤務する場合に、1日に 2時

間以内で休業することができる制度 

０ ０ ０ １ 

 

４ 職員の分限および懲戒処分の状況 

（1）分限処分の状況                               単位：人 

 降任 免職 休職 降給 合計 失職 

勤務実績が良くない場合 
地方公務員法第 28 条
第 1項第 1号 

    0  

心身の故障の場合 

地方公務員法第 28 条
第 1項第 2号 
地方公務員法第 28 条
第 2項第 1号 

  ５  ５  



職に必要な適格性を欠く場合 
地方公務員法第 28 条
第 1項第 3号 

    0  

職制、定数の改廃、予算の減少
により廃職、過員を生じた場合 

地方公務員法第 28 条
第 1項第 4号 

    0  

刑事事件に関し起訴された場
合 

地方公務員法第 28 条
第 2項第 2号 

    0  

条例で定める事由による場合 
地方公務員法第 27 条
第 2項 

    0  

合   計 0 0 ５ 0 ５ 0 

 

（2）懲戒処分の状況 

事由別                                   単位：人 

 戒告 減給 停職 免職 合計 訓告など 

法令に違反した場合 
地方公務員法 

第 29条第１項第１号 
2 1   3 39 

職務上の義務に違反し、ま

たは職務を怠った場合 

地方公務員法 

第 29条第 1項第 2号 
2 1 1  4 5 

全体の奉仕者たるにふさわ

しくない非行のあった場合 

地方公務員法 

第 29条第 1項第 3号 
    0  

合   計 4 2 1 0 7 44 

 

行為別                                   単位：人 

 戒告 減給 停職 免職 合計 訓告など 

給与・任用に関する不正     0  

一 般 服 務 違 反 関 係 2  1  3 2 

一 般 非 行 関 係     0  

収 賄 な ど の 関 係     0  

道路交通法違反 

（交通事故を含む。） 

職務遂行中     0 14 

そ の ほ か 2 1   3 25 

監 督 責 任  1   1 3 

合 計 4 2 1 0 7 44 

 

５ 職員の服務の状況 

（1）職務専念義務免除の状況 

 許可した内容 

職務専念義務免除 
定期健康診断、人間ドック、Ｂ型肝炎検査接種、研修、消防団活動、 

運転免許更新など 

 

（2）営利企業等従事許可の状況 

 許可した内容 

営利企業等従事許可 該当事項なし 

 



６ 職員の研修および勤務成績の評定の状況 

（1）職員研修の状況 

研   修   名 日数 回数 人数 研修主体 

職
場
外
研
修 

階
層
別
研
修 

新規採用職員前期研修 3 1 16 

新城・設楽地区市町村職員

研修協議会 

新規採用職員後期研修 2 1 16 

一般職員前期研修 5 1 8 

一般職員中期研修 4 1 8 

一般職員後期研修 4 1 8 

新任係長研修 4 1 10 

現任係長研修 3 1 12 

課長補佐研修 3 9 16 

（財）愛知県市町村振興協

会研修センター 

課長研修 2 6 23 

部長研修 1 3 9 

派
遣
研
修 

地方自治法研修 3 2  

地方公務員法研修 3 2 1 

民法研修（財産法） 4 1 1 

民法研修（家族法） 3 1 1 

地方税研修（民税） 3 1 1 

地方税研修（土地・家屋） 4 1 1 

財務会計研修 3 1 1 

研修企画担当者研修 1 1 1 

プレゼンテーション研修 2 2 1 

ファシリテーション研修 2 2 2 

クレーム対応研修 2 3 2 

タイムマネジメント研修 2 2 2 

問題解決能力向上研修 2 2 1 

接遇研修指導者養成研修 4 3 1 

オープンセミナー 1 6 9 

市町村税徴収事務 11 3 3 

市町村アカデミー 

政策研究・市民協働関係 9 2 1 

人口少子化時代の子育て支援 5 1 1 

自治体ファイナンス 3 1 3 

水道事業の経営管理 5 1 1 

地方公営企業の基本 3 1 1 
国際文化アカデミー 

市議会事務局職員研修 2 1 1 

愛知県 1年 1 3 愛知県 

その他の公共団体 1年 1 1 愛知県市長会 

一
般
研
修 

メンタルタフネス研修 1 6 549 

新城市 

人事考課研修 1 1 15 

地方財政を考える研修 1 1 123 

地域自治区制度等に関する研修 1 4 337 

会計事務研修 1 1 12 

普通救命講習 1 14 313 

エネルギーに関する職員研修 1 9 458 

合   計   1,974  

 



（2）勤務成績の評定の状況（市民病院は別途実施、技能労務職を除く。） 

勤 務 成 績 の 

評 定 の 方 法 
人事考課（目標管理） 

実 施 時 期 1月 1日（4／1～12／31） 

対 象 人 員 全職員（ただし、消防職、保育士・幼稚園教諭を除く。） 

効 果 要 素 目標の達成度 

実 施 状 況 長期派遣中の職員、産休、育児休業、長期病気休暇の職員を除いて 100％実施 

 

７ 職員の福祉および利益の保護の状況 

（1）共済組合の負担の状況 

 事業内容 市負担額 １人当たり負担額 

愛知県市町村職員共済組合 
短期（健康保険）、長期（年

金）、福祉事業、介護保険 
1,041,856,173円 1,177,239円 

 

（2）職員互助会の負担の状況 

 事業内容 市負担額 １人当たり負担額 

市民病院共励会（市職員会へ

の負担は平成 22年度より廃止） 
給付事業、福利厚生事業 820,965円 3,985円 

 

（3）定期健康診断など健康管理の状況                       単位：人 

健康診断などの種類 受診者数 健康診断などの種類 受診者数 

定期健康診断（変則勤務者は、年 2回） 749  Ｂ型肝炎予防接種 26  

人間ドック 400  Ｃ型肝炎検査 1,149  

人間ドック＋脳ドック 28    

 

（4）公務災害などの状況                            単位：件数 
 前年度末 

未認定件数 
申請件数 

処理件数 
取下げ件数 

年 度 末 
未認定件数 認 定 非該当 

公 務 災 害 0 3 3 0 0 0 

通 勤 災 害 0 0 0 0 0 0 

 

８ 勤務条件に関する措置の要求の状況および不利益処分に関する不服申立ての状況 

（1）勤務条件に関する措置の要求の状況                     単位：件数 
 前年度末 

未処理（A） 
措置要求 
（B） 

処 理 年度末 
未処理  （A）の処理 （B）の処理 

給 与 ・ 旅 費 0 0 0 0 0 0 

勤務時間･休暇 0 0 0 0 0 0 

執務環境・厚生福利 0 0 0 0 0 0 

そ の 他 0 0 0 0 0 0 

合 計 0 0 0 0 0 0 

 

（2）不利益処分に関する不服申立ての状況                    単位：件数 

 前年度末 

未処理（A） 

措置要求 

（B） 

処 理 年度末 

未処理  （A）の処理 （B）の処理 

分 限 処 分 0 0 0 0 0 0 

懲 戒 処 分 0 0 0 0 0 0 

転 任 0 0 0 0 0 0 

そ の 他 0 0 0 0 0 0 

合 計 0 0 0 0 0 0 

 


